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1 H30.9.25 H30.10.9

事務所備え付け書類の提出に
ついて（平成28年○月○日
付）外1件 11 1 1 1 1 1

生活文化局都
民生活部管理
法人課

2 H30.9.26 H30.10.10

平成27年に発生した○○での
いじめ問題。
●被害者△△さん（当時□年
生）
●加害者　□年女子12名
上記の事案で○○から東京都
私学部私学行政課に提出され
た調査報告書。

1 1

当該開示請求に係る公文書については、以下の理
由により、当該公文書の存否を明らかにしないで
非開示とする。

（7条2号）請求内容は特定の個人を識別できるも
のであり、当該公文書が存在しているか否かを答
えるだけで、当該特定の個人に関する情報を公に
することとなるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

3 H30.10.2 H30.10.11

特定非営利活動法人○○の平
成16年○月○日付「設立認証
申請書類」及び平成16年○月
○日付「設立登記完了届出書
類」

50 1 1 1

（7条2号）申請者の郵便番号、住所等、理事の氏
名及び住所並びに欄外記載部分以外の部分、監事
の氏名以外の部分、設立総会出席者等及び社員の
氏名については、個人に関する情報で特定の個人
を識別できるため
（7条4号）印影については、公にすることにより
偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

4 H30.10.3 H30.10.11

学校法人○○寄付行為
学校法人○○財産目録（平成
30年3月31日現在）
学校法人○○開始貸借対照表
（平成29年8月31日現在）

10 1 1 1 1

（7条2号）設立当初の役員氏名については、個人
に関する情報で特定の個人を識別することができ
るものであるため
（7条3号）財産目録の各明細及び各金額並びに開
始貸借対照表の各小科目、各金額及び担保に供さ
れている資産の種類については、公にすることに
より、学校法人の財産状況を相当程度具体的に把
握することが可能となり、当該法人の競争上又は
事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれ
ると認められるため
（7条4号）印影については、偽造等による犯罪の
予防に支障を生ずるおそれがあるため

生活文化局私
学部私学行政
課

5 H30.10.2 H30.10.12

30生総総役第18号委託契約書
「都政広報番組『東京クラッ
ソ！NEO』特別番組（小池知
事と語る東京フォーラム）の
制作・放送」

16 1 1
（7条4号）印影については、公にすることによ
り、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれが
あるため

生活文化局広
報広聴部広報
課

決定区分 （根拠規定）条例7条

・代表役員の生年月日並びに責任役員の氏名、生
年月日及び住所
（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるため

・責任役員の就任年月日
（7条3号）宗教法人の内部管理に関する情報であ
り、宗教行為及び信仰に関連する情報が含まれて
いるため、公にすることにより当該法人の権利そ
の他利益が損なわれると認められるため

・財産目録における基本財産（土地及び建物を除
く。）、特殊財産及び普通財産に係る小科目以下
欄の記載事項、数量及び金額、負債の部の中項目
以下欄の記載事項、数量及び金額並びに各合計額
及び差引正味財産の数量及び金額
・収支計算書における歳入、歳出及び次年度繰越
金の金額並びに歳入の部及び歳出の部の各科目欄
の記載事項（項数を除く。）及び金額
・収支決算書及び予算書における収入の部並びに
支出の部の各項目欄の記載事項（部門名を除
く。）及び金額
（7条3号）宗教法人の事業活動に関する情報であ
り、宗教行為及び信仰に関連する情報が含まれて
いるため、公にすることにより当該法人の権利そ
の他利益が損なわれると認められるため
（7条6号）宗教法人の事務運営に関する情報であ
り、公にすることにより宗教法人法に基づく申
請、届出等について、法人の協力が得られなくな
り、宗務行政の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため

・印影
（7条4号）公にすることにより、偽造等の犯罪の
予防に支障を及ぼすため
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6 H30.10.3 H30.10.16
平成29年○月○日付特定非営
利活動法人○○に関する通報
報告書

1 1 1 1

（7条2号）対応欄の記載の一部、通報者氏名欄の
記載については、個人に関する情報で、特定の個
人を識別することができるため
（7条2号）通報内容欄の記載については、個人に
関する情報で、他の情報と照合することにより、
特定の個人を識別することができるため
（7条6号）・通報内容欄の記載については、公に
することで、都に対する通報者の信頼を失い、ま
た、今後、都民等が都への通報に躊躇するなどし
た結果、法人の実態及び情報の把握や、違法若し
くは不当な行為の発見を困難にするおそれがある
ため
・対応内容及び分類欄の記載については、通報内
容を推測することができ、公にすることにより、
今後、都民等が都への通報に躊躇するなどした結
果、法人の実態及び情報の把握並びに違法若しく
は不当な行為の発見を困難にする恐れがあるため
・処理欄の記載については、通報及び対応内容を
推測することができ、公にすることにより、今
後、都民等
が都への通報に躊躇するなどした結果、法人の実
態及び情報の把握や、違法若しくは不当な行為の
発見を困難にするおそれがあるため
・完結日については、都の機関が行う事務に関す
る情報であり、公にすることにより、対応内容を
推測することができるようになるため、法人との
信頼関係を損ない、今後の調査協力等に応じなく
なるなど、法人の実態及び正確な事実の把握を困
難にするおそれがあるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

7 H30.10.12 H30.10.17

特定非営利活動法人○○の平
成18年度から平成20年度まで
の事業報告書類（役員名簿は
除く。）

27 1 1 1

（7条2号）社員の氏名及び住所又は居所について
は、個人に関する情報で特定の個人を識別できる
ため
（7条4号）印影については、公にすることによ
り、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

8 H30.10.12 H30.10.17
特定非営利活動法人○○の平
成25年度　事業報告書類

9 1 1 1 1

・代表権のある理事以外の理事、監事及び社員の
氏名並びに住所又は居所
（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別
できるため
・報酬受取期間
（7条2号）特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を
害する恐れがあるため
（7条3号）法人の事業活動を行う上での内部管理
に属する事項に関する情報であり、公にすること
により、法人の競争上又は事業運営上の地位が損
なわれるため
・印影
（7条4号）公にすることにより、偽造等の犯罪の
予防に支障を及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

9 H30.9.20 H30.10.18

昭和57年○月○日付基本財産
の一部交換承認申請書（財団
法人○○）
昭和57年○月○日付寄付行為
の一部変更認可申請書（財団
法人○○）
平成23年○月○日付基本財産
の一部処分承認申請書（財団
法人○○）

47 1 1 1 1 1

（7条2号）評議員等の氏名については、特定の個
人を識別することができる情報であるため
（7条3号）財産目録の資産の部における預金先及
び積立金金融機関名並びに負債の部における敷金
の預け入れ相手先の名称については、当該法人の
内部管理に関する情報であり、開示することによ
り当該法人の事業運営上の地位が損なわれるため
（7条4号）印影については、公にすることによ
り、偽造等犯罪防止の予防に支障を及ぼすおそれ
があると認めることにつき相当の理由がある情報
であるため
（7条6号）都が行う事業用地取得事務に係る交渉
段階での個別具体的な情報であるため、公にする
ことにより、今後の当該事務における別事案での
交渉等において誤解を生じさせ、都の財産上の利
益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
があり、当該事務の適正かつ円滑な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

10 H30.10.8 H30.10.19

○○中学校学則（昭和○○年
4月1日施行）
○○高等学校学則（昭和○○
年4月1日施行）

17 1
生活文化局私
学部私学行政
課

11 H30.10.8 H30.10.19

（１）学校法人○○に対して
昭和○○年に発出した通知・
通達等の全て。

1

都から学校法人に対する通知・通達等に関する文
書は、保存期間が1年から5年までの文書に該当す
るため、昭和○○年の通知及び通達等については
現に保有しておらず、存在しない。

生活文化局私
学部私学行政
課
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12 H30.10.8 H30.10.19

（２）学校法人○○に対して
昭和○○年○月に行政指導を
行った根拠及び当該指導の実
施後の経過等がわかるもの。

1 1

当該開示請求に係る公文書については、以下の理
由により、当該公文書の存否を明らかにしないで
非開示とする。

（7条3号）当該法人に対して行った行政指導内容
の文書の存在を答えるだけで、法人運営上の疑義
が生じる等、当該法人の競争上又は事業運営上の
地位その他社会的な地位が損なわれると認められ
るため

生活文化局私
学部私学行政
課

13 H30.10.18 H30.10.23

平成21年○月○日付特定非営
利活動法人○○の平成18年度
事業報告書類（ただし、役員
名簿及び社員名簿は除く。）
外8件

45 1 1
（7条4号）印影については、公にすることによ
り、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

14 H30.8.21 H30.10.24

開示請求に係る公文書の全部
若しくは一部を開示しない旨
の決定をし、又は開示請求を
却下するに当たり、決定の際
に関与する権限を有する担当
職員について定めのある文書

1

開示決定等を行うにあたり、協議先については東
京都情報公開事務取扱要綱第３の５（５）に定め
があるが、どの担当に所属している職員が協議に
関する権限を有している課について定めた文書は
作成及び取得していないため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

15 H30.10.12 H30.10.25
生活文化局の都民生活部内の
○○（△△）又は□□に関す
る調査書、または報告書

1 1

当該公文書の存否を明らかにすることにより、以
下に該当する非開示情報を開示することとなるた
め、以下の理由により、当該公文書の存否を明ら
かにしないで非開示とする。

（7条3号）宗教法人ではない宗教団体に関する当
該公文書の存否を明らかにすることは、当該団体
が宗教活動を目的としていることを明らかにする
ことにより、当該団体に関係のない第三者によ
り、当該団体の宗教活動の態様に対する誹謗中傷
など自由な宗教活動を妨害するための材料とさ
れ、憲法第20条で保障する「信教の自由」を害す
るおそれがある。また、また、当該公文書の存在
を明らかにした場合、その後の当該団体の法人格
取得状況や時期を照会することにより、当該団体
に何らかの問題があるものとの不利益な疑いを生
じさせることになり、当該団体の権利その他利益
が損なわれると認められるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

16 H30.10.12 H30.10.25
生活文化局の消費生活部内の
○○（△△）又は□□に関す
る調査書、または報告書

1 1

当該開示請求に係る公文書については、以下の理
由により、当該公文書の存否を明らかにしないで
非開示とする。

（7条3号）本件情報の存否を明らかにすること
で、当該事業者に関する行政処分又は行政指導を
行うかどうかを判断するための調査が行われたか
否かが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業
運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認
められるため

生活文化局消
費生活部取引
指導課

17 H30.10.15 H30.10.26 学校法人○○寄付行為 16 1 1
（7条2号）監事氏名については、個人に関する情
報で特定の個人を識別することができるものであ
るため

生活文化局私
学部私学行政
課

18 H30.10.22 H30.10.31

平成30年度中央研修「情報公
開・個人情報保護研修」にお
ける情報公開制度研修資料
（内訳）「情報公開制度につ
いて」「情報公開制度におけ
る非開示の考え方」

86 1
生活文化局広
報広聴部情報
公開課


